
第３回「とっとり孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」会議次第 

 

令和５年８月２８日（月）１４時～ 

オンライン 

 

１ 開会あいさつ（県統轄監より） 

 

２ 報告事項 

・孤独・孤立対策推進法の概要 

・孤独・孤立に関する県内アンケート調査結果 

・孤独・孤立に関する主な事業（令和５年当初予算及び６月補正予算） 

 

３ 協議事項 

・孤独・孤立サポーター団体（仮）について 

・相談窓口の顔の見える関係作り（案２）について 

・各支援機関の取組みシートについて 

 

４ その他 

 

 

５ 閉会 



第３回「とっとり孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」会議出席者 

 

区分 団体名 所属・職氏名 

民 間 支

援 機 関

等 

NPO 法人鳥取青少年ピアサポート 事務局長 

（ひきこもりコーディネーター） 

山本 隆義 

NPO 法人ワーカーズコープさんい

んみらい事業所 

所長 株本 俊夫 

社会福祉法人鳥取いのちの電話 事務局次長 伊藤 邦子 

鳥取県児童福祉入所施設協議会 会長 

因伯子供学園 園長 吉田 裕治 

日本司法支援センター鳥取地方事

務所（法テラス鳥取） 

事務局長 高橋 秀明 

社 会 福

祉法人 

社会福祉法人鳥取県社会福祉協議

会 

地域福祉部生活福祉資金室長兼地

域福祉部副部長 川瀬 亮彦 

行政 鳥取市（市プラットフォーム担当

所属） 

総務部人権政策局次長兼中央人権

福祉センター所長 川口 寿弘 

副所長 小川 孝 

相談支援包括化推進員 角野 純子 

岩美町 健康福祉課 主任保健師 

 松本 千晴 

八頭町 福祉課 課長 西尾 克志 

係長 竹内 啓治 

副主幹 桂 孝子 

三朝町 健康福祉課 課長 矢吹 和美 

課長補佐 吉田 美穂 

湯梨浜町 総合福祉課長 前田 知代 

北栄町 福祉課長 小澤 靖 

日吉津村 福祉保健課 係長 今井 美絵 

伯耆町 福祉課 副室長 宅野 紳一 

日野町 健康福祉課 副主幹 吉原 尚志 

江府町 住民生活課 課長補佐 川上明美 

事務局 統轄監 池上 祥子 

福祉保健部長 中西 眞治 

福祉保健部参事監兼ささえあい福

祉局孤独・孤立対策課長 中島 真

子 

福祉保健部ささえあい福祉局孤独・

孤立対策課 課長補佐 森安 裕

章 

 



資料１ 

とっとり孤独・孤立対策官民連携プラットフォームの概要 

 

１ 概要 

 孤独・孤立の問題については、行政による政策的な対処のみでは困難又はなじみづらい場合

があり、 一方で、NPO 法人や社会福祉法人等の支援機関単独では対応が困難な実態もある

ことから、行政、民間支援機関等、多様な主体が幅広く参画し、官民一体で取組を推進する。 

 

２ 活動内容 

孤独・孤立対策に関する広報活動、孤独・孤立対策に取り組む NPO 法人等の支援、関係機

関の取組の情報共有及び課題や連携に関するワークショップ実施等の連携強化活動など 

 

３ 構成機関 

【民間支援機関等】 

NPO 法人鳥取青少年ピアサポート、N.K.C ナーシングコアコーポレーション合同会社、  

NPO 法人ワーカーズコープさんいんみらい事業所、社会福祉法人鳥取いのちの電話、鳥取

県地域生活定着支援センター、一般社団法人鳥取県母子寡婦福祉連合会、鳥取県民生児童

委員協議会、鳥取県児童福祉入所施設協議会、鳥取県居住支援協議会、鳥取県弁護士会、日

本司法支援センター鳥取地方事務所（法テラス鳥取）、鳥取県商工会議所連合会 

【社会福祉法人】 

 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会 

【行政】 

 市町村、鳥取県教育委員会、県（事務局） 

 

４ これまでの実施経過 

・第１回（令和４年９月１４日（水）） 

【概要】プラットフォームの創設、国及び県の動きの共有等 

・第２回（令和４年１２月２７日（火）） 

【概要】第１回会議後の取組状況の共有、令和５年度事業実施に向けた方向性等 

 

【参考】 庁内プロジェクトチーム実施経過 

・第１回（令和４年２月２２日（火）） 

【概要】国及び県の各部局の取組みの共有 

・第２回（令和４年４月２６日（火）） 

【概要】孤独・孤立の実態把握に関する全国調査の概要 

・第３回（令和５年２月８日（水）） 

【概要】プラットフォームの概要、相談窓口の関係づくりに向けた取組み、条例の現状 



資料２ 
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孤独・孤立対策推進法の概要 

 
（１）法案の概要 

・内閣府に孤独･孤立対策推進本部を置き（第 20 条）、本部長は内閣総理大臣（第 23 条）、

副本部長は官房長官と特命大臣（第 24 条）、本部員は関係大臣を充てる（第 25 条）。 

   ・孤独・孤立対策本部は「孤独・孤立対策重点計画」を作成する（第８条）。 

   ・地方公共団体は、孤独・孤立対策に関し、国・他の地方公共団体との連携を図りつつ、

当事者等の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する（第４条）。 

・地方公共団体は、孤独・孤立対策地域協議会を置くよう努める（第 15 条）。 

 協議会では情報の交換、支援の内容に関する協議を行い、必要に応じ構成機関等に個

人情報の提供等を求めることができる（第 16 条）。 

  → 個々の当事者への支援を検討するケース会議を想定。 

・国、地方公共団体、支援者、地域住民その他関係者相互間の連携と協働を促進する施

策を講ずるよう努める（第 11 条）。 

→ 官民連携プラットフォームを各地方で設置するよう規定するもの。 

・その他に、普及啓発（第９条）、相談支援（第 10 条）、人材確保（第 12 条）に努める

ことが求められている。     

普及啓発、相談支援、人材確保等は「孤独・孤立を防ぐ温もりのある支え愛の社会づく

り推進条例」で規定済みで、「官民連携プラットフォーム」は設置済み。設置の努力義務

がある「孤独・孤立対策地域協議会」はケース会議を想定されており、県において設置の

有無も含めて検討が必要。プラットフォームと協議会を兼ねることも含めて検討。 
 
 

（２）今後のスケジュール等 

   可決・成立：令和５年５月３１日 施行期日：令和６年４月１日 

 

 

 

概要 

１．基本理念 

孤独・孤立対策（孤独・孤立の状態となることの予防、孤独・孤立の状態にある者への迅速

かつ適切な支援その他孤独・孤立の状態から脱却することに資する取組）について、次の事項

を基本理念として定める。 

① 社会のあらゆる分野において孤独・孤立対策の推進を図ることが重要であること。 

② 孤独・孤立の状態にある者及びその家族等（当事者等）の立場に立って、当事者等の状況に

応じた支援が継続的に行われること。 

③ 当事者等が自らの意思によって社会及び他者との関わりを持つことにより孤独・孤立の状態

から脱却して日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようになることを目標として、

必要な支援が行われること。 
 

２．国等の責務等 

孤独・孤立対策に関し、国・地方公共団体の責務、国民の理解・協力及び関係者の連携・協力

等の努力義務を規定。 

 

 
 



３．基本的施策 

・孤独・孤立対策の重点計画の作成 

・孤独・孤立対策に関する国民の理解の増進、多様な主体の自主的活動に資する啓発 

・相談支援（当事者等からの相談に応じ、必要な助言等の支援）の推進 

・関係者（国、地方公共団体、当事者等への支援を行う者等）の連携・協働の促進 

・当事者等への支援を行う人材の確保・養成・資質向上 

・地方公共団体及び当事者等への支援を行う者に対する支援等 
 

４．推進体制 

・内閣府に特別の機関として、孤独・孤立対策推進本部（重点計画の作成等）を置く。 

・地方公共団体は、関係機関等により構成され、必要な情報交換及び支援内容に関する協議

を行う孤独・孤立対策地域協議会を置くよう努める。 

・協議会を設置した地方公共団体の長は、地域協議会の構成機関等のうちから一の機関又は

団体を調整機関として指定することができる。調整機関は、必要な支援が適切に行われる

よう構成機関等相互の連絡調整を行う。 

・協議会の事務に従事する者等に係る秘密保持義務及び罰則規定を設ける。 
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孤独・孤立に関する県内アンケート調査の実施結果について 

内閣官房が実施した「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査」では都道府県ごとの状況が把握できな

かったため、令和４年１２月に孤独・孤立に関する県内アンケート調査を実施しました。以下のとおり集

計が完了しましたので、調査結果の概要をお知らせします。 

本調査によって得られた分析結果については、これまで「とっとり孤独・孤立対策官民連携プラットフ

ォーム」等で関係者からいただいたご意見や国の調査に加えて目立った特徴があるものではありません

が、今後、分析結果を県庁内の「孤独・孤立対策プロジェクトチーム」でも共有し、支援現場での状況と

も比較をし、今後の孤独・孤立対策事業等の検討に活用していきます。 

１ 調査方法等 

※国の「地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業」を活用して、試行的な事業として実施 

（１）調査期間 令和４年 12月 15日～12月 21日 

（２）調査方法 インターネット上での調査（委託実施） 

（３）調査対象 委託先事業者のインターネットモニターに登録している鳥取県に居住する満16歳以上の

個人（約9,000 人） 

（４）回答者数 1,700人 

        ＜内訳＞ 

        ・男女別 男性：813人（47.8％）、女性：859人（50.5％）、その他：28人（1.6％） 

        ・年齢別 10代：15人（0.9％）、20代：147人（8.6％）、30代：344人（20.2％）、 

40代：436人（25.6％）、50代：356人（20.9％）、60代：281人（16.5％）、 

70代以上：121人（7.1％） 

（５）調査事項 

   32問 

    ・属性事項（年齢、性別、同居人の有無、教育・就業形態など） 

・孤独に関する事項（孤独感の有無、孤独感に至る前に経験した出来事など） 

    ・孤立に関する事項（外出頻度、社会参加の状況など） 

    ・その他関連事項（不安や悩みの相談相手の有無、孤独・孤立の状態が解消したきっかけなど） 

※国調査事項に加え、「孤独・孤立の状態が解消した経験」等の本県独自の設問も調査 

２ 結果の概要 

（１）単純集計結果・国のアンケート調査との比較（主な項目） 

○孤独感が「しばしばある・常にある」、「時々ある」、「たまにある」人は、県、国とも約４割であり、

一定の割合で孤独感を抱えている方がいることが裏付けられたほか、20代・30代の若年層が孤独

感を抱える割合が高い点など、県、国で概ね似た傾向を示している。 

 ※県調査の方が、回答者全体に占める 20 代、30 代の割合が高いため、孤独感に関する設問等について国調査より

も若干数値が高く出ている可能性があります。 

項目 県調査結果 国調査結果 

孤独感が「しばしばある・常にある」、「時々ある」、

「たまにある」と回答した人の割合 
43.5％ 40.3％ 

孤独感が「しばしばある・常にある」と回答した人

の年齢階級別の割合（第1位、第2位） 

・20代：11.6％ 

・30代：10.2％ 

・30代：7.2％ 

・20代：7.1％ 

孤独感が「しばしばある・常にある」と回答した人

の仕事の種類別の割合（第1位、第2位） 

・失 業 中：13.8％ 

・派遣社員：12.1％ 

・失業中：9.9％ 

・家族従業者・内職：5.9％ 

孤独感が「たまにある」、「時々ある」、「しばしばあ

る・常にある」と回答した人が、その状況に至る前

に経験した出来事の割合（第1位～3位） 

・一人暮らし：24.0％ 

・転校・転職・離職・退職： 

19.0％ 

・心身の重大なトラブル 

（病気・怪我等）：16.0％ 

・人間関係による重大

・家族との死別：

27.0％ 

・心身の重大なトラブル 

（病気・怪我等）：17.7％ 

・転校・転職・離職・退職： 

16.9％ 
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なトラブル：16.0％  

孤独・孤立状態が解消したきっかけ別の割合（第1

位、第2位） 

 ※県独自設問 

・時間が経過すること

で自分の気持ちに変

化が生じた：25.1％ 

・相談や話ができる相

手との新たな出会い

があった：17.6％ 

 

※国アンケート調査（内閣官房孤独・孤立対策担当室「人々のつながりに関する基礎調査（令和４年）」） 

（２）各質問項目に係る分析（主な項目） 

   ○年齢階級別孤独感 

    ・すべての年代で孤独を感じる方が存在するが、若年層で孤独感を抱えている割合が高い。 

・若年層は、相談相手や居場所がないと感じている割合も高く、社会との接点の少なさが影響し

ている可能性がある。 

・また、ＳＮＳを頻繁に活用する年齢層でもあるが、相手の顔が見えないことや文面で相手の気

持ちを推測しなければならないなど、ＳＮＳのつながりでは必ずしも孤独感の緩和には至って

いないことが推測される。 

   ○現在の仕事の種類別孤独感 

    ・失業や派遣社員等の不安定な雇用環境などにより社会との接点が少なくなることも、孤独感に

つながる一因と推測される。 

   ○現在の孤独感に至る前に経験した出来事の状況 

    ・「一人暮らし」、「転校・転職・離職・退職（失業を除く）」、「心身の重大なトラブル（病気・怪我

等）」、「人間関係による重大なトラブル（いじめ・ハラスメント等を含む）」などの割合が高く、

これらの出来事は概ねつながりの希薄化を伴うことから、孤立状態が孤独感を感じる要因の一

つとなっていることが窺える。 

   ○孤独・孤立状態が解消したきっかけ 

    ・「時間が経過することで自分の気持ちに変化が生じた」や、「相談や話ができる相手との新たな

出会いがあった」の割合が高いことから、ある程度の時間をかけながら、つながり続けること

で、対象者の状況変化を逃さず、適時支援につなげていくことも必要であると考えられる。 

（３）「孤独・孤立状態にある方への支援で必要なこと」として自由記載でいただいたご意見のうち件数が

上位のもの（抜粋） 

   ・声をかける、見守る、寄り添う、話し相手になる 

   ・気軽に集まれる居場所やコミュニティづくり 

   ・相談支援や相談窓口・機関の充実 

   ・地域や民間の力による支援 

   ・訪問によるアプローチ 

   ・経済的な支援 

   ・国や自治体による支援 

   ・支援に関する情報の提供やPR など 

 

３ 調査結果掲載URL 

https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1331690.htm 



資料４ 

孤独・孤立に関する主な事業（令和５年度当初及び６月補正予算） 

 

鳥取県孤独・孤立対策課 

 

令和５年１月に施行した「鳥取県孤独・孤立を防ぐ温もりのある支え愛社会づくり推進条例」

の具体化のため、下記の観点で令和５年度事業を実施することとしています。 

・市町村・関係機関と連携した事業実施 

・アウトリーチ・実態把握・ピアサポートを含む人材育成の体制整備 

・ひきこもり、ヤングケアラーなど多岐にわたる孤独・孤立に関する課題解決 

 

１ 孤独・孤立対策の市町村支援強化事業 

孤独・孤立に係る人材育成、市町村のアウトリーチ、ネットワーク作り、老老介護、ひきこもり

等の実態把握 

 

２ 鳥取県版孤独・孤立解消支援事業 

ネットワークや地域の社会資源の活用等により新たな制度を創設して対応する市町村を支

援 

 

３ 当事者・家族等のピアサポート活動支援事業 

ピアサポートの推進や自助グループの育成を図り心の連帯を拡げて孤立を解消するため、

ピアサポートに取り組む県内団体を支援（既存団体の活性化、新規団体の立ち上げ） 

 

４ 「とっとり孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」推進事業 

広報・情報発信、啓発、構成機関を含めた民間支援機関の支援、孤独・孤立対策に係る先進

事例等の共有等を行い、孤独・孤立対策の推進を図る。 

 

５ ひきこもり対策推進事業 

・「とっとりひきこもり生活支援センター」に委託し、ひきこもりからの早期の脱却、早期支援

体制を整備 

・他機関協働による包括的相談体制の構築を進めている市町村への支援等を強化し、新た

な職場体験事業所を設置し、全県下でひきこもりの状態にある方の就労支援を行う 

 

６ ヤングケアラー支援強化事業 

・ヤングケアラーが、いつでも相談できる体制の構築と孤立防止に向けた対策を継続 

・SNS を活用した意見交換の場を設置するとともに、ヤングケアラーに関する啓発の強化を

図るため、出前授業を実施 



















【現状と課題】
・プラットフォーム第１回会議での意見も踏まえ、相談の入口として悩みを受け止め、相談
内容に応じて専門の相談窓口や支援機関等（以下「相談窓口等」という。）につなぐ「生
活困りごと相談窓口」を令和４年１１月に設置
・支援を受ける側と支援をする側の間の情報共有に加え、たらい回しとせず、丁寧な対応
を行うためには、支援をする側同士の情報共有も重要
・相談窓口等において、案件に応じたつなぎ等を行う際に、各窓口担当者が名前も併せて
伝えるなどのきめ細かい対応を行っていくとともに、お互いの支援内容等を十分に把握
しておくことが必要

【対応案】
（１） 「生活困りごと相談窓口」を仲介役とした連携強化

「生活困りごと相談窓口」において、相談窓口等につなぐとともに、それぞれの窓口
で受けた相談が、そこだけでは解決できない場合には、 「生活困りごと相談窓口」が適
切な支援機関につなぎ、連携して対応

（２）相談窓口等の見える化の推進
多種多様な相談窓口等の情報を見える化するため、対象者、支援内容、連絡先等

の情報を掲載したリストを作成し、支援担当者等がつなぎを検討する際の参考とする
（３）相談窓口における多機関連携に関する考え方の整理

プラットフォーム構成団体等相談窓口においては、相談者の抱える問題が複合多岐に
わたり、他の機関において対応が必要と考えられる場合、相談者本人の意思を確認の
上、適切な支援機関に事前に相談内容を伝え調整し、対応する担当者を明確にしてお
く等、相談者が安心して相談できるスムーズな連携により支援につなげる。

各相談窓口の顔の見える関係づくりに向けた取組（案） 資料５



資料６ 

孤独・孤立サポート団体（仮）について 

 

●孤独・孤立の問題については、なるべく多くの支援機関・団体と協働することにより、より多

様な相談支援機関を確保することで、様々な問題を抱える方に寄り添った相談支援を構築で

きる。 

 

●関係機関同士の連携のためにも、孤独・孤立対策に取り組む各種支援団体（孤独・孤立サポ

ート団体・仮）を募集し、孤独・孤立対策の支援の輪を広げることとしたい。 

 

【イメージ図】 

 
 



資料７

■支援機関取組みシート【記載例】 機関名

担当課

担当者

電話番号

関連HP

対象者
対象
年齢

匿名
対応 可

支援概要

対応期間

対応時間

申込先

申込方法

申込時注意点

kodoku-koritsu@pref.tottori.lg.jp/0857-26-7158

生活困窮等により悩ん
でいる方

制限なし

「失業して家賃が支払えない」、「仕事が見つからない」など
の生活の困りごとや悩みを抱えている方に対し、専門の支援員
による相談支援を実施しています。
お住まいの自治体により相談窓口が異なりますが、窓口がわか
らない、制度について詳しくお知りになりたいなどの場合は、
まずこちらにご相談ください。

平日（月～金）

8:30～17:15

メールまたは電話

支援策
生活困窮者自立相談支援窓口

https://www.pref.tottori.lg.jp/251566.htm


